
●ToCMS改修による変更点及び実施許可機能の追加について

１．メニュー表示の変更について

実施許可申請メニューを追加したことにより、下記のように表示が変更されました。

［変更前（旧画面）］ ［変更後（新画面）］

【変更後のメニューについて】

① ② ③ ④

①TOP
研究者画面のTOP画面が表示されます。旧画面から内容等に変更はありません。

②倫理審査 申請
本院倫理審査委員会への申請を行ったり、現在申請中の課題やこれまでに申請・承認等した課題を
確認することができます。基本操作はこれまでと変更はありません。

③実施許可 申請
今回の改修で追加されたメニューです。
本院倫理審査委員会で承認された研究課題及び他機関の倫理審査委員会の一括審査により承認され
た研究課題の実施許可申請を行ったり、実施許可を得た課題の許可通知書出力や管理を行うための
メニューです。

・新規申請（学外審査のみ）
他機関の倫理審査委員会による一括審査で承認された研究課題について、本学の研究実施部局の長
へ実施許可の新規申請を行うメニューです。ここで申請した課題は、申請時に選択した実施許可部局の
担当者へ提出されます。

・申請中一覧（学外・学内）
「本院倫理委員会で承認された研究課題」及び「他機関の倫理審査委員会による一括審査で承認さ
れた研究課題」の実施許可申請中の課題が表示されます。実施許可部局からの修正依頼もここから行い
ます。

・申請済研究管理（学外・学内）
研究実施部局の長から実施許可を得た課題を確認したり、実施許可通知書（PDF）を出力することができ
ます。

④ユーザー情報
ログインしているアカウントの情報を確認したり、電話番号やメールアドレスの変更を行うこと
ができます。旧画面から内容等に変更はありません。

改修による変更点（倫理審査申請メニュー）



２．「実施許可部局」の選択項目及び検索項目を追加

（1）【倫理審査 申請】の新規申請及び変更申請の一番初めに、実施許可申請先部局を選択する項目「実施
許可部局」が追加されました。
これまでは、「実施許可申請先確認用シート」により実施許可申請先を選択し、ToCMS「14.審査資料」の
「その他」への提出が必要でしたが、この項目追加により、実施許可申請先確認用シートの提出は不要
となります。

実施許可申請先の部局をリストから選択します。
本院倫理審査委員会承認後、ここで選択した実施
許可部局長宛の実施許可申請書が作成され、実施
許可部局へ実施許可申請が行われます。

★実施許可申請先の選択については、必ずヘルプ
をご確認ください。

★学内便やメールで実施許可申請書等の書類を
提出する必要はありません。

（2）「審査済研究管理」（旧： 「研究管理」）に、①で選択した「実施許可部局」で検索する機能が追加
されました。

「倫理審査 申請」（倫理審査委員会申請のメニュー）については、以下の2点以外はこれまでの操作やレイアウ
トから変更はありません。総合臨床研究センターが作成・掲載している「ToCMS User’s Manual」を参照ください。



本院倫理審査委員会で承認された研究課題（以下、「学内審査承認課題」）及び他機関の倫理審査委員会によ
る一括審査で承認された研究課題（以下、「学外審査承認課題」）は、委員会承認後、所属機関の長による研究
実施の許可を得なければ研究を開始することができません。

これまでこの手続きを学内便やメールで行っていましたが、システムから実施許可申請を行うことができるよう
ToCMSを改修しました。

実施許可機能の追加について（実施許可申請メニュー）

「実施許可 申請」メニュー

（1） 学内審査で承認後、学内倫理審査申請時に選択した実施許可部局へ自動で実施許可申請が行われ
ます。実施許可申請書も実施許可部局に提出されているため、この時点で研究者側で提出処理等の
操作を 行っていただくことはありません。
実施許可部局に申請された手続き中の課題は、メニュー「申請一覧（学外・学内）」の「学内審査 承認
後 許可待ち一覧」に表示されます。

１．「学内審査承認課題」の実施許可申請について

ここに表示されている課題が、実施許可申請
手続き中の学内審査課題となります。



【補足】
該当課題の「詳細」をクリックすると、「申請書印刷」ボタンから実施許可申請書（PDF）が出力できます。
この実施許可申請書は、ToCMSを介して実施許可部局に提出されているため、紙媒体やメールで提出する
必要はありませんが、念のため内容に不備等が無いかご確認ください。

【実施許可申請書】

（2） 実施許可手続きが完了し、実施許可通知書の発行準備が整ったら、実施許可部局の担当者から、ToCMS
を介してメール「実施許可申請 実施許可通知書発行のお知らせ」が届きます。

① 「申請一覧（学外・学内）」の「学内審査 承認後許可待ち一覧」から、該当課題の「詳細」をクリック。

② 「申請書印刷」ボタンをクリックし、実施許可通知書（PDF）を出力。

実施許可申請書は、実施許可部局へ
自動で提出されます。



【実施許可通知書】

① 「申請済研究管理」から、該当課題の「詳細」をクリック。

② 「許可通知書印刷」ボタンをクリックし、実施許可通知書（PDF）を出力。

（3） 実施許可通知書発行メールが届いたら、メニュー「申請済研究管理」から該当課題の「詳細」をクリックし、
「許可通知書印刷」ボタンから実施許可通知書をダウンロードしてください。
※紙媒体やメールでの発行はありません。ToCMSから各自で入手してください。



他機関の倫理審査委員会による一括審査で承認された研究課題（以下「学外審査承認課題」）の実施許可申
請は、ToCMSメニュー「実施許可 申請」の「新規申請（学外審査のみ）」より、研究者から実施許可部局へ申
請します。
実施許可申請（新規・変更ともに）には、一括審査承認済みの審査資料一式及び審査結果通知書等が必要
になりますので、代表機関から実施許可申請に必要な資料を入手した後、ToCMSから実施許可申請を行って
ください。
※実施許可部局の長から実施許可通知書が発行されるまで研究を開始することはできませんので、ご注意く

ださい。

★利益相反審査に関しては、各機関で実施することになっています。
研究代表機関へ一括審査を依頼するタイミング（承認前で可）で、別途徳島大学利益相反審査委員会へ
必要書類を提出してください （本学利益相反審査で承認を得なければ、実施許可を得ることはできません
のでご注意ください）

【利益相反審査に関する問合せ先・提出先】
医学部総務課総務係（内線：2104 / e-mail： isysoumu1k@tokushima-u.ac.jp）

２．「学外審査承認課題」の実施許可申請について

（1） ①ToCMSメニュー「実施許可 申請」の「新規申請（学外審査のみ）」をクリック。
②各項目に入力及び資料添付後、「確認画面へ」をクリック。

※赤い「※」の項目は必須項目です。入力に不備がある場合エラーメッセージが表示されます。
※各項目の詳細は、画面下に表示されるヘルプをご確認ください。

ヘルプ表示ボタン

【学外審査承認済課題の実施許可申請（新規申請）について】

②

①



（2） 確認画面が表示されるので、内容に問題がなければ「この内容で申請する」をクリック

仮申請後の実施許可申請データはここに表示

（3） ToCMSからメール「実施許可申請 仮受付のお知らせ」が届きます。
※申請後10分経ってもメールが届かない場合は、実施許可部局へ申請データが届いているか確認して

ください。
※ここで付番されている仮番号であり、修正作業中の間のみの番号です。後ほど作成される実施許可

申請書及び実施許可通知書には、本受付後に付番される番号が記載されることとなります。

（4） 申請データは「申請中一覧(学外・学内)」の「学外審査 申請中一覧（新規）」に表示されます。
※この時点ではまだ実施許可申請は完了していません。実施許可部局の担当者から連絡が来るまで

しばらくお待ちください。



（5） 実施許可部局で申請内容のチェック後、ToCMSを通じて修正依頼もしくは本受付完了のお知らせメールが
届くので、メールに記載している内容に従って処理を進めてください。

・「実施許可申請 修正依頼」のメールが届いた場合 → （6）へ
・「実施許可申請 本受付けのお知らせ」のメールが届いた場合 → （7）へ

① 申請内容に修正があった場合、実施許可部局の担当者から申請者へメール「実施許可申請 修正依頼」
が送信されます。

② ToCMSメニュー「申請一覧(学外・学内)」の「■学外審査 修正一覧(新規)」に表示されている該当課題
の「詳細」をクリック。

③ 画面上部に、実施許可部局からの修正依頼内容が表示されているので、内容を確認し、修正依頼に対応
します。修正対応後は、「確認画面へ」をクリック。

（6） 「実施許可申請 修正依頼」のメールが届いた場合、メール及びToCMSに記載している修正作業に対応ください。



④ 確認画面が表示されるので、内容に問題がなければ「この内容で申請する」をクリック。

⑥ 申請データは「申請中一覧(学外・学内)」の「学外審査 申請中一覧（新規）」に、「再提出」のステータスで表示
されます。
※再提出後は、実施許可部局で修正内容の確認が行われ、再度修正がある場合は「再修正依頼」のメール

が届きます。本受付けのメールが届くまでは上記流れで実施許可部局からの連絡にご対応いただき、本受
付のメールが届いたら次項（7）へ進んでください。

⑤ ToCMSからメール「実施許可申請 再申請受付けのお知らせ」が届きます。
※申請後10分経ってもメールが届かない場合は、実施許可部局の担当者へ申請データが届いているか確認

してください。

再申請後の実施許可申請データは「再提出」の
ステータスで表示されます。



（7） 申請内容に修正がない場合は、メール「実施許可申請 本審査受付けのお知らせ」が届きます。
実施許可部局の長への実施許可書発行手続きに進みますので、実施許可通知書が発行されるまで
お待ちください。
※本受付が完了した時点で、仮番号から正式な申請番号が付番されます。以降は、本受付後の番号で

手続きが進みます。

【補足】
本受付に進んだ実施許可申請課題は、「申請中一覧（学外・学内）」の「■学外審査 承認後許可待ち
一覧 (新規)」に表示され、「詳細」から申請内容を確認することができます。
また、実施許可申請書は、「詳細」の内容を基に自動作成されToCMSを介して実施許可部局に提出さ
れます。研究者から紙媒体やメールで提出する必要はありません。
※実施許可申請書は、研究者画面から入手することはできません。必要があれば、実施許可申請部

局へ実施許可申請書の提供についてご依頼ください。

【実施許可申請書】

ToCMSで自動作成された実施許可
申請書が、実施許可部局へ提出
されます。



（8） 実施許可部局の長から実施許可を得たら、実施許可部局からメール「学外審査分 実施許可申請 実施
許可通知書発行のお知らせ」が届きます。

ToCMSにログインし、該当課題の実施許可状況を確認するとともに実施許可通知書を入手してください。

① 「申請済研究管理」から、該当課題の「詳細」をクリック

② 「許可通知書印刷」ボタンをクリックし、

【実施許可通知書】

（9） 実施許可通知書発行メールが届いたら、メニュー「申請済研究管理」から該当課題の「詳細」をクリックし、
「許可通知書印刷」ボタンから実施許可通知書をダウンロードしてください。
※紙媒体やメールでの発行はありません。ToCMSから各自で入手してください。



（1） 「申請済研究管理(学外・学内)」から該当課題を検索し、「詳細」をクリック。

【学外審査承認済課題の実施許可申請（変更申請）について】

代表機関から該当課題の変更申請を行うとの連絡があった場合、一括審査承認後に実施許可部局へ
変更申請を行う必要があります。新規申請と同様に、一括審査承認後の審査資料及び審査結果通知
書が必要になりますので、代表機関から入手した後、実施許可変更申請手続きを行ってください。

★変更申請を行う場合も、代表機関に一括審査を依頼するタイミングで、別途徳島大学利益相反審査
委員会へその旨をご連絡いただき、書類提出等についてご確認ください （本学利益相反審査で承認
を得なければ、実施許可を得ることはできませんのでご注意ください）

【利益相反審査に関する問合せ先・提出先】
医学部総務課総務係（内線：2104 / e-mail： isysoumu1k@tokushima-u.ac.jp）

（2） 「申請済研究管理(学外・学内)」から該当課題を検索し、「詳細」をクリック。



（3） 「申請済研究管理(学外・学内)」から該当課題を検索し、「詳細」をクリック。

（4） 前回の申請内容が表示されるので、変更のある項目の「変更有」にチェックを入れ、今回の変更内容を
入力します。入力完了後は、「確認画面へ」をクリック。
※「変更有」にチェックがない場合、変更した内容は反映されませんのでご注意ください。

（5）「変更有」にチェックを入れた箇所がオレンジ色で表示されるので、内容に間違い等がないか確認し、
問題なければ「この内容で申請する」をクリック。



（6） ToCMSからメール「*変更申請*実施許可申請 仮受付のお知らせ」が届きます。
※申請後10分経ってもメールが届かない場合は、実施許可部局の担当者へ申請データが届いているか

確認してください。
※ここで付番されている仮番号であり、修正作業中の間のみの番号です。後ほど作成される実施許可申

請書及び実施許可通知書には、本受付後に付番される番号が記載されることとなります。

（7） 申請データは「申請中一覧(学外・学内)」の「学外審査 申請中一覧（変更）」に表示されます。
※この時点ではまだ実施許可申請は完了していません。実施許可部局の担当者から連絡が来るまで

しばらくお待ちください。

仮申請後の実施許可申請データはここに表示

（8） 実施許可部局で申請内容のチェック後、ToCMSを通じて修正依頼もしくは本受付完了のお知らせメール
が届くので、メールに記載している内容に従って処理を進めてください。

・「*変更申請*実施許可申請 修正依頼」のメールが届いた場合 → （9）へ
・「*変更申請*実施許可申請 本受付けのお知らせ」のメールが届いた場合 → （10）へ



① 申請内容に修正があった場合、実施許可部局の担当者からメール「*変更申請*実施許可申請 修正
依頼」が送信されます。

② ToCMSメニュー「申請一覧(学外・学内)」の「■学外審査 修正一覧(変更)」に表示されている該当課題
の「詳細」をクリック。

③ 画面上部に、実施許可部局からの修正依頼内容が表示されているので、内容をご確認の上、修正依
頼に対応してください。修正対応後は、「確認画面へ」をクリック。

（9） 「実施許可申請 修正依頼」のメールが届いた場合、メール及びToCMSに記載している修正作業に対応
ください。



④ 確認画面が表示されるので、内容に問題がなければ「この内容で申請する」をクリック

⑥ 申請データは「申請中一覧(学外・学内)」の「学外審査 申請中一覧（変更）」に、「再提出」のステータスで
表示されます。

※再提出後は、実施許可部局で修正内容の確認が行われ、再度修正がある場合は「再修正依頼」の
メールが届きます。本受付けのメールが届くまでは上記流れで実施許可部局からの連絡にご対応いた
だき、本受付のメールが届いたら、次項（10）へ進んでください。

⑤ ToCMSからメール「*変更申請*実施許可申請 再申請受付けのお知らせ」が届きます。
※申請後10分経ってもメールが届かない場合は、実施許可部局の担当者へ申請データが届いているか

確認してください。

再申請後の実施許可申請データは「再提出」の
ステータスで表示されます。



（10） 申請内容に修正がない場合は、メール「*変更申請*実施許可申請 本審査受付けのお知らせ」が届
きます。実施許可部局の長への実施許可書発行手続きに進みますので、実施許可通知書が発行され
るまでお待ちください。

※本受付が完了した時点で、仮番号から正式な申請番号が付番されます。以降は、本受付後の番号で
手続きが進みます。

【補足】
本受付に進んだ実施許可申請課題は、「申請中一覧（学外・学内）」の「■学外審査 承認後許可待ち
一覧 (変更)」に表示され、「詳細」から申請内容を確認することができます。
また、実施許可申請書は、「詳細」の内容を基に自動作成されToCMSを介して実施許可部局に提出さ
れます。研究者から紙媒体やメールで提出する必要はありません。
※実施許可申請書は、研究者画面から入手することはできません。必要があれば、実施許可申請部

局へ実施許可申請書の提供についてご依頼ください。

【実施許可申請書】

ToCMSで自動作成された実施許可
申請書が、実施許可部局へ提出
されます。



（11） 実施許可部局の長から実施許可を得たら、実施許可部局からメール「学外審査分 実施許可申請 実
施許可通知書発行のお知らせ」が届きます。

① 「申請済研究管理」から、該当課題の「詳細」をクリック。

② 「許可通知書印刷」ボタンをクリックし、実施許可通知書PDFを出力。

【実施許可通知書】

（12） 実施許可通知書発行メールが届いたら、メニュー「申請済研究管理」から該当課題の「詳細」をクリックし、
「許可通知書印刷」ボタンから実施許可通知書をダウンロードしてください。
※紙媒体やメールでの発行はありません。ToCMSから各自で入手してください。



３．「学外審査承認課題」の状況報告及び終了報告について

学外審査承認課題の状況報告については、一括審査で承認された研究計画書や代表機関の規則又
は手順書等に準じて行っていただくこととなります。
代表機関が状況報告を行った後、代表機関の研究代表者が倫理審査委員会へ報告を行った「状況報
告」または「終了報告」を研究代表者より入手し、本学の研究実施部局の長へ状況報告または終了報
告を行ってください。

（1） 状況報告について

① 「申請済研究管理」から、該当課題の「詳細」をクリック。

② 「状況報告へ進む」をクリック。



③ ・「ファイルを添付」に、代表機関の状況報告書を添付します。
状況報告を行った際に発行された「審査結果通知書」がある場合は、PDF結合により１つにまとめて
提出してください。
なお、特記事項等がありましたら「備考」欄にご入力ください。特に無ければ空欄で構いません。

・添付等ができましたら、「確認して報告する」をクリック。

④ 確認画面が表示されるので、内容に問題なければ「報告する」をクリック。

⑤ メール「状況報告完了のお知らせ」が届きます。
提出された状況報告は、実施許可部局の担当者を通じて実施許可部局の長に報告されます。



（2） 終了報告について

① 「申請済研究管理」から、該当課題の「詳細」をクリック。

② 「終了報告へ進む」をクリック。

③ ・「ファイルを添付」に、代表機関の終了報告書を添付します。
特記事項等がありましたら「備考」欄にご入力ください。特に無ければ空欄で構いません。

・添付等ができましたら、「確認して報告する」をクリック。



【補足】
提出した状況報告及び終了報告は、「申請済研究管理」の「詳細」で確認することができます。

④ 確認画面が表示されるので、内容に問題なければ「報告する」をクリック。

⑤ メール「終了報告完了のお知らせ」が届きます。
提出された終了報告は、実施許可部局の担当者を通じて実施許可部局の長に報告されます。


